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富士見町省エネリフォーム事業計画書

　富士見町省エネリフォーム事業補助金交付要綱第7条第1項の規定により、補助金の交付に係る事前審査を受けたいので、関係書類を添えて提出します。

　1　交付予定額の算出方法
	工事見積金額
	補助対象経費
	交付予定額

	円
	円
	円


　備　考　(1)　補助対象経費に補助率を乗じた額は、1,000円未満を切り捨てる。
2　計画概要
	建築物の所在地
	富士見町

	建築物の区分
(いずれかに○)
	・個人住宅　　　・併用住宅　　　・集合住宅

	申請者の区分
(該当する全てに○)
	・一般所有者　
・移住者、定住者
・居住誘導区域内
・消防団員等（申請者以外の場合、同居している３親等以内のものの氏名を記載）
（分団名　　　　・現役　　・退団　　　年　　月　　日　　・氏名　　　　　　　　　　　）

	工事の内容
(該当する全てに〇)
	
・ガラス、窓の交換、内窓の新設
・ドアの断熱化工事
・断熱材の設置
・遮熱塗装
・節湯水栓の設置
・節水型トイレの設置
・LEDの設置
・高断熱浴槽の設置
・高効率給湯器の設置
・高効率エアコンの設置


	住宅用防災機器関係
(いずれかに○)
	・住宅に既設　　・この工事に伴い住宅に設置

	工事期間
	　　　　月　　日　～　　　月　　日

	施工業者
	名称
	

	
	住所
	富士見町

	(添付書類)
・位置図　・工事見積書の写し　・住民票の写し　・申請を代理人に委任する場合は、委任状
・使用する材料の性能を証する仕様書又はカタログ等の写し　・施工箇所が分かる図面
・建築物の登記事項証明書の写し（閲覧承諾書に変えることができる)　・納税証明書（閲覧承諾書に変えることができる)
・申請者及び申請に関係する者の住民票の異動情報、戸籍に関する情報、消防団の加入に関する情報を補助金交付事務取扱職員が確認することの閲覧承諾書
・建築物の外観写真、工事予定箇所の写真(住宅用防災機器が住宅に既設の場合は、その写真を含む)
・施工業者が町内業者であることを証明する書類　・環境省の実施する「うちエコ診断」（WEB版に限る）の診断結果
・その他町長が必要と認める書類



